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●●●グループホーム個別情報●●● 

※掲載されております情報につきまして不明な点等ございましたら、直接ホームにご確認ください。 

平成１８年２月７日現在 

１．基本情報 

グループホーム名 グループホーム あかねの里 所 在 地 〒６９１－００６４ 出雲市上岡田町 1031-1 

開 設 年 月 日 平成１１年７月１日 事 業 主 体 社会福祉法人 ほのぼの会 

代 表 者 理事長 木佐 彰三 管 理 者 佐藤 里子 

電 話 番 号 （０８５３）６２－３１３３ Ｆ Ａ Ｘ 番 号 （０８５３）６２－３３６９ 

E‐Ma i l アドレス akane-st@estate.ocn.ne.jp ホ ー ム ペ ー ジ http://www13.ocn.ne.jp/~honobono 

ユニット数と利用定員 （３）ユニット 利用定員（２０）名 

協 力 （ 提 携 ） 

医 療 機 関 

木佐医院 

きさ内科皮フ科クリニック 

牧野医院 

伊藤医院 

わかば歯科医院 

佐藤クリニック 

松本医院 

出雲市立総合医療センター 

現 在 入 居 者 数 （２０）名 

 
＜近隣図＞ ＜建物の概観＞ 
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２．事業の目的及び運営の方針 

認知症高齢者の生活の場に、豊かな自然を暮らしやケアに取り入れ、利用者の残在能力の活性化をはかり、生活のリズム

を作ることにより安らぎのある生活の場を提供する事を目的とする。集団管理とならない様個々の入居者のペースを維持で

き、生活が単調にならない様にする。生活圏に広がりをもたせ地域と共に暮らせる様配慮する。家族に対しては介護意欲を

蘇らせ、共に暮らしの再建ができる様支援する事をめざす。 
 

３．建物の概要 

建物の形態 （木造亜鉛メッキ銅板葺平屋）造り（     ） 

建物の構造 ■単独型   □併設型 

広さ 敷地面積（２，４７１．５５）㎡  延床面積（４９０．１９）㎡ 

１室あたりの居室面積（１０．６４～   ．  ）㎡ 

二人部屋の有無 ■有    □無 
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４．利用料等 

介護保険 1 割負担分 介護保険外 諸経費（標準） 

介護度区分 1 日 
夜間ケア加算 1 日

（夜間ケアが必要な方のみ）

月 30 日 

(夜間ケア加算分を含む)
家 賃 月 30 日 １９，０００円

要 介 護 １ ７９６円 ２３，８８０円 食 材 料 費 月 30 日 ３０，０００円

要 介 護 ２ ８１２円 ２４，３６０円 光 熱 水 費 月 30 日 1 日４００円

要 介 護 ３ ８２８円 ２４，８４０円 理 美 容 代  １，０００円

要 介 護 ４ ８４４円 ２５，３２０円   

要 介 護 ５ ８６１円 ２５，８３０円   

   

保証金（入居一時金） □有（       ）円 ・ ■無   

保証金有の場合の償却の有無 □有（       ）年 ・ □無   
 

５．職員の概要 

◆なごみの家 

（６）名 総数 

（内訳）・常 勤 専任（３）名 

  兼任（ ）名 常勤換算（３．６）名 

（内訳）・非常勤 専任（３）名 
 
※職員の勤務時間を 1 週間あたり 40 時間とした場合の常勤換算数 
※職員の 1 週間の勤務延時間数 144 時間の場合 144 時間÷40 時間＝常勤換算数（3.6 人）  

 
□専任   □兼任（兼任の施設等      ） 夜間体制 

□夜勤（ ）名  ■宿直（１）名 

管理者 □専任   ■兼任（兼任の施設等 あかねの里・通所介護事業所） 

資格（准看護婦） 

認知症高齢者のケアの経験年数（１２年９ヶ月） 

認知症介護に関する研修の受講歴 

   ・認知症介護実務者研修 

    （基礎課程）■受講済 □未受講（専門課程）■受講済 □未受講 

計画作成担当者 

（氏名 堀内 育子） 

資格（ヘルパー２級） 

認知症高齢者のケアの経験年数（１１年５ヶ月） 

認知症介護に関する研修の受講歴 

   ・認知症介護実務者研修 

    （基礎課程）■受講済 □未受講（専門課程）□受講済 ■未受講 

その他職員 資格 介護福祉士（１）名 看護師（ ）名 

   その他（ヘルパー２級） （１）名 

   ・認知症介護実務者研修 

    （基礎課程）□受講済 □未受講（専門課程）□受講済 □未受講 

 （再掲） 

ホーム長 ※注 

（氏名      ） 

資格（     ） 

認知症高齢者のケアの経験年数（ 年 ヶ月） 

認知症介護に関する研修の受講歴 

   ・認知症介護実務者研修 

    （基礎課程）□受講済 □未受講（専門課程）□受講済 □未受講 

※「ホーム長」とは、グループホームの中で介護従事者に対する指揮命令権を管理者に次いで有する者を定めている場合にその者を指

します。(定めていない場合は記載の必要なし) 
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◆のぞみの家 

（６）名 総数 

（内訳）・常 勤 専任（５）名 

  兼任（ ）名 常勤換算（５）名 

（内訳）・非常勤 専任（１）名 
 
※職員の勤務時間を 1 週間あたり 40 時間とした場合の常勤換算数 
※職員の 1 週間の勤務延時間数 200 時間の場合 200 時間÷40 時間＝常勤換算数（5 人）  

 
□専任   □兼任（兼任の施設等      ） 夜間体制 

□夜勤（ ）名  ■宿直（１）名 

管理者 □専任   ■兼任（兼任の施設等 あかねの里・通所介護事業所） 

資格（准看護婦） 

認知症高齢者のケアの経験年数（１２年９ヶ月） 

認知症介護に関する研修の受講歴 

   ・認知症介護実務者研修 

    （基礎課程）■受講済 □未受講（専門課程）■受講済 □未受講 

計画作成担当者 

（氏名 小村 奈津子） 

資格（介護支援専門員・介護福祉士） 

認知症高齢者のケアの経験年数（５年８ヶ月） 

認知症介護に関する研修の受講歴 

   ・認知症介護実務者研修 

    （基礎課程）■受講済 □未受講（専門課程）□受講済 ■未受講 

その他職員 資格 介護福祉士（１）名 看護師（１）名 

   その他（ヘルパー２級） （３）名 

   ・認知症介護実務者研修 

    （基礎課程）■受講済 □未受講（専門課程）■受講済 □未受講 

 （再掲） 

ホーム長 ※注 

（氏名      ） 

資格（     ） 

認知症高齢者のケアの経験年数（ 年 ヶ月） 

認知症介護に関する研修の受講歴 

   ・認知症介護実務者研修 

    （基礎課程）□受講済 □未受講（専門課程）□受講済 □未受講 

※「ホーム長」とは、グループホームの中で介護従事者に対する指揮命令権を管理者に次いで有する者を定めている場合にその者を指

します。(定めていない場合は記載の必要なし) 
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◆めぐみの家 

（５）名 総数 

（内訳）・常 勤 専任（３）名 

  兼任（ ）名 常勤換算（３．４）名 

（内訳）・非常勤 専任（２）名 
 
※職員の勤務時間を 1 週間あたり 40 時間とした場合の常勤換算数 
※職員の 1 週間の勤務延時間数 160 時間の場合 160 時間÷40 時間＝常勤換算数（3.4 人）  

 
□専任   □兼任（兼任の施設等      ） 夜間体制 

□夜勤（ ）名  ■宿直（１）名 

管理者 □専任   ■兼任（兼任の施設等 あかねの里・通所介護事業所） 

資格（准看護婦） 

認知症高齢者のケアの経験年数（１２年９ヶ月） 

認知症介護に関する研修の受講歴 

   ・認知症介護実務者研修 

    （基礎課程）■受講済 □未受講（専門課程）■受講済 □未受講 

計画作成担当者 

（氏名 三島 栄） 

資格（介護福祉士） 

認知症高齢者のケアの経験年数（５年９ヶ月） 

認知症介護に関する研修の受講歴 

   ・認知症介護実務者研修 

    （基礎課程）■受講済 □未受講（専門課程）□受講済 ■未受講 

その他職員 資格 介護福祉士（ ）名 看護師（ ）名 

   その他（ヘルパー２級） （２）名 

   ・認知症介護実務者研修 

    （基礎課程）□受講済 □未受講（専門課程）□受講済 □未受講 

 （再掲） 

ホーム長 ※注 

（氏名      ） 

資格（     ） 

認知症高齢者のケアの経験年数（ 年 ヶ月） 

認知症介護に関する研修の受講歴 

   ・認知症介護実務者研修 

    （基礎課程）□受講済 □未受講（専門課程）□受講済 □未受講 

※「ホーム長」とは、グループホームの中で介護従事者に対する指揮命令権を管理者に次いで有する者を定めている場合にその者を指

します。(定めていない場合は記載の必要なし) 
 

６．入居（者）の概要 

入居人数（２０）名  ・内訳  男性（１）名 女性（１９）名 

要介護１（１）名   要介護２（４）名 

要介護３（７）名   要介護４（６）名 

要介護５（２）名 

現在の入居者の状態 

年齢（平均８５歳）  （最低 ７２歳）（最高 ９６歳） 

入居にあたっての条件 利用者の心身の状況・希望およびその置かれている環境を踏まえて、共同生活を営む事が可

能である場合は契約を交わし、入居ができる。入居以前に実態調査を行い、本人、家族、主治

医、事業所との契約前の確認をする。契約は利用者の要介護認定の有効期限とし、その都度

契約の更新を行う。 

退居にあたっての条件 ・利用者の心身の状況・希望および要介護状況区分が変更され、自立または要支援ご認定され

た時。 

・利用者が共同生活住居を離れ一定期間経過した時。または他所へ移転した時。 

・利用者または事業者が予告により契約解除を申し出た等退所後に必要な援助、情報提供等

連携機関への配慮を行う。 
 

７．個人情報（プライバシー）保護に関する取り組み 

プライバシー保護に関する規程・

マニュアル等の整備 

 

■有    □無 （⇒今後の策定の予定  □有    □無 ） 
 

※ホームとして入居者の人格尊重の理念のもとに個人情報を取り扱うこと、個人情報に係る安全管理措置の概要、本人等からの開示等

の手続き、第三者提供の取扱い、苦情への対応などの方針を明らかにした規程やマニュアルの整備 
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８．その他 

家族の面会時間の設定の有無 ■有（８時～２１時）  □無 

入居者家族会の有無 ■有    □無 （⇒今後の設置の予定  □有    □無 ） 

ホームと地域との関係や

ホーム機能の地域への

還元の取り組み（方針） 

地域の行事に参加（秋祭り、小学校学習発表会等） 

町内の草刈り・川掃除に参加しています。田舎流デイサービス「きらく会」・小学校・他グループホ

ームとの交流もあります。またその機会を利用して日頃の生活や生き生きとしておられる様子を

お話しています。 

夏祭り、年２回の地域合同避難訓練には、近隣町内の方、地区消防分団の方々にも参加・協力

していただいています。家族・地元のボランティアさんにも来ていただき、折りにふれ日頃の生活

の中で顔見知りになり、出かけた時声をかけていただいたり、お茶に誘ってもらったりしていま

す。近所の方には野菜作りを教えていただいたり旬の野菜を持って来て調理の方法、食べ方を

話題にお茶会をしたりしています。今後ももっと積極的に地域に出かけ、一緒に活動できる機会

を増やして行きたいと思います。又駐在所の立寄り所となっており、安心して生活できる環境で

す。 

 


